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令和元年１２月

第 ８ 号 羽 生 市 立 村 君 小 学 校

羽 生 市 堤 １ ０ ７ 番 地 ℡ ０ ４ ８ － ５ ６ ５ － ０ ２ ２ ３

１ 日

２ 月 学力アップﾀｲﾑ/個人

面談①/漢字テスト

３ 火 朝会/個人面談②/計

算テスト/学びﾀｲﾑ

４ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙＡ

/個人面談③

５ 木 おはよう運動/個人面

談④/学びﾀｲﾑ

６ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙＢ

/個人面談⑤/学力ア

ップテスト（3456年）

７ 土

８ 日

９ 月 英語絵本/村君小学校

運営協議会

１０ 火 登校指導/児童集会/ｸﾗﾌﾞ

・委員会/学校給食セン

ター職員による学校訪問

/SSW学校巡回訪問

１１ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙＡ

尾上先生書き初め指導

１２ 木 おはよう運動

１３ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙＢ

１４ 土

１５ 日

１６ 月 読書ﾀｲﾑ

１７ 火 短学活/5時間授業/学

力アップテスト（12

年）/GTEC(6年）

１８ 水 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙＡ

5時間授業

１９ 木 短学活/5時間授業

２０ 金 ﾁｬﾚﾝｼﾞﾀｲﾑ・ﾓｼﾞｭｰﾙB

4時間授業/給食終了/

大掃除

２１ 土 友･遊･ﾌﾟﾗｻﾞ

２２ 日

２３ 月 特別日課３時間授業

11:10児童下校

２４ 火 終業式/11:10児童下校

２５ 水 冬季休業日（１/７ま

で）

相手の気持ちを考え、互いのよさや違いを認め合える子に

１２月４日から１０日までは「人権週間」です。１９４８年に国連で世界人権宣言が
採択されたことを記念して「人権週間」と定められたものです。この期間には人権尊重
の意識を高めるために様々な啓発活動が行われます。
ところで、人権とはどんな権利でしょうか。平成１１年の人権擁護推進審議会答申で

は「人々が生存と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」と定義されています。
私たちは、普段、普通に生活している時は、人権を意識することはありません。しか

し、「いじめられた。」「人権を侵害される言動を受けた。」など、人権問題に出会った時、
私たちは初めて人権というものを意識します。様々な人権問題が起きた時「それはおか
しい。間違っている。」「何とかしよう。」と態度や行動に表すことが、人権問題を解決
する第一歩となります。

本校では、年間を通して人権教育を進めています。学校における
人権教育のねらいは、「人権問題を正しく理解し、人権感覚を身に
付け、様々な人権問題を解決しようとする子供を育成する。」こと
です。つまり、人権教育は特別な教育ではなく、学校の教育活動全
体を通して行うもので、学校教育の基盤になるものです。
例えば、各教科の授業では、話し合いや発表など、友達の考え方のよさを認め合う学

習活動を行っています。道徳教育では、人間としてのよりよい生き方を考え、主体的に
判断して、実践できる児童の育成を目指しています。道徳の時間には、いじめに関する
教材を利用して、いじめをしない、させない、許さない態度を育てています。
また、１年生から６年生の児童が一緒のグループで活動するな

かよし班活動では、高学年の児童が低学年の児童に優しく教えた
り、楽しく活動したりする様子が見られます。学校では、様々な
活動を通して、お互いを認め合い、思いやりのある行動をするこ
とで、豊かな人権感覚を育んでいます。
さらに、学校生活アンケートを６月、１１月、２月に実施して

います。内容は、いじめに関連して「意地悪やいやなことをされ
たことがあるか。」を児童一人一人に尋ねるものです。問題があった場合は、教員がそ
の内容を聞いて解決しています。また、普段から児童の些細な変化を見逃さないように
指導しています。もし、子どもたちのことで、心配なことや気になることがありました
ら、いつでも学校に御相談ください。

ところで、近年では、インターネットによるトラブルや人権侵害も大きな人権課題と
なっています。最近の報道を見ると、ＳＮＳ等を利用した事件やいじめ問題が発生して
います。携帯電話やパソコンなど、インターネットの危険性、相手を尊重して傷つけな
い望ましい利用の仕方を学ばせていく必要もあります。
これからも、教育活動全体を通して人権教育を進め、「相手の気持ちを考えられる子、

互いのよさや違いを認め合える子」を育ててまいります。保護者や地域の皆様も、人権
について考えたり、話題にしたりしていただければ幸いです。

インフォメーション

学校公開学校公開 11月2日（土）
今年度も昨年度に引き続き、授業参観、

英語集会、親子飯ごう炊飯、東中吹奏楽

部演奏会を行いました。親子飯ごう炊飯

は、家族ごとに飯ごうで、ご飯を炊きま

した。上手に炊けた

ご飯にカレーをかけておいしく食べること

ができました。御協力いただきました保護

者の皆様、地域の皆様、ありがとうござい

ました。

埼玉純真短期大学生との交流授業埼玉純真短期大学生との交流授業 11月6日（水）

１年生が埼玉純真短期大学に行って、大学

生との交流を行いました。三田ヶ谷小学校の

１年生も一緒に行きました。

今年は、「東京オリンピックの競技の体験

をしよう」ということで、子供たちは、大学

生と一緒にバドミントンやサッカーなどの運

動をしました。その他に赤組、白組に分かれ

て大学生から小学生にバトンをつなぐリレー

も行いました。大学生と一緒にスポーツの秋を満喫しました。

河田市長ふれあい訪問河田市長ふれあい訪問 11月13日（水）
羽生市の河田市長様に御来校いただき

ました。河田市長様の話を聞いたり、河

田市長様が代表児童の質問に答えてくだ

さったりしました。また、羽生市が特に

力を入れて取り組んでいることについて

お話していただきました。

町探検町探検 11月18日（月）

２年生が生活科の学習で、町探検をしま

した。村君地区にある村君郵便局と日清ヨ

ークを見学しました。それぞれの仕事の様

子がわかり、新しい発見がたくさんありま

した。お忙しい中、見学させていただきあ

りがとうございました。

≪本を読もう≫

１１月１日から１１月３０日まで村

君読書月間ということで、お話会をし

たり、図書委員による本の紹介をした

りしました。読書は、①新しい知識を

増やします。②想像力を働かせることができるようになりま

す。③国語力や文章力アップにもつながります。④コミュニ

ケーション能力が上がります。本は心の栄養です。１日１０

分でも本に親しむ時間がつくれるといいですね。




